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Ａ

予算体系

60百万円

実施方法

根拠法令（具体的な条
文（○条○項など）も

記載）
雇用保険法第６２条第１項第５号

関係する通知、
計画等

0

0/3役員総数
(官庁OB/役員数)

内、官庁OB

目　的
（何のために）

　事業主都合による離職等に伴い住居を喪失した者に対して住宅入居初期費用等の必要な資金
の貸付を行うことにより、これらの者の住居と安定的な就労機会の確保を支援する。

今後の
活用計画

支出先が
独法、公
益法人等
の場合

事
業
/
制
度
概
要

0職員総数

事業/制度内容
(手段、手法など)

監事等

官庁OB役員
報酬総額

常勤役員数

千円

13,725

信用保証事業の安定的な運
営のために活用

74,399百万円

役員報酬総額

非常勤役員数

13,661

内訳

0/12

予算額推移等
（財源内訳/
単位百万円）

128

0/15

Ｈ20（決算額） 4

コ
ス
ト

64 百万円

0/3

63,709

(１)事業主都合による離職等に伴い住居を喪失した者に対し、ハローワークとの連携により、
　労働金庫が住宅入居初期費用、家賃、生活・就職活動費を貸し付ける。

(２)初回の貸付実行日から６か月以内に常用就職し、返済免除となった場合及び返済困難と
　なった場合に、日本労働者信用基金協会（労信協）が労働金庫に対して保証を行い、返済免
　除分及び返済不能分（労信協がさらに債権回収を実施してもなお回収できないもの）につい
　て、国が同協会の保証額を補填（補助金の支出）する。

職員構成

年　度

概算人件費
（平均給与×従事

職員数）
従事職員数

Ｈ21（予算（補正込）） 20,834

Ｈ21（決算見込）

人

臨時職員他 千円

15担当正職員人件費

868

事業評価シート
予算事業名

担当部局・課室名
作成責任者

平成22年度
予算

（補助金の場合は負担
割合等も）

雇用開発支援事業費等補助金　13,725百万円

事業費

平成22年度予算額

総　計

Ｈ19(決算上の不用額)

地方公共団体の裏負担がある場合、概算の総額総　額

百万円 人

Ｈ19(決算額) －

－

政策評価体系上の位置付、通し番号

Ｈ20(決算上の不用額) 3,523

13,725

対　象
（誰/何を対象に）

人件費

　事業主都合による離職等に伴い住居を喪失した者。

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　　）

□直接実施

Ｈ22予算

職業安定局　雇用開発課　就労支援室
室長　川村　徹宏

□業務委託等（委託先等：           　　　　　　　 ）

■補助金〔直接・間接〕（補助先：(社)日本労働者信用基金協会　実施主体：  　　　）

積立金等の額
基金準備金積立資産　70,579百万円
保証基盤安定化積立資産　3,500百万円
退職給付等引当資産　320百万円

百万円

　Ⅳ－3－1－（4）

（項）高齢者等雇用・促進費
　（大事項）高齢者等の雇用の安定・促進に必要な経費
　　（目）雇用開発支援事業費等補助金

住居喪失離職者等就職安定資金貸付事業 事業開始年度 平成20年度



Ｂ

事業評価シート
予算事業名

担当部局・課室名
作成責任者

政策評価体系上の位置付、通し番号

職業安定局　雇用開発課　就労支援室
室長　川村　徹宏

　Ⅳ－3－1－（4）

住居喪失離職者等就職安定資金貸付事業 事業開始年度 平成20年度

＊アウトプット指標・アウトカム指標は、該当する施策小目標で設定している指標を中心に記載

－

28.7

貸付実行後６か月以上経過している者の就職率
※平成22年３月末現在 ％

－

35.4

返済免除件数
※(社)日本労信協から労働金庫への補填件数

－

％

特記事項
(事業/制度の沿革、こ
れまでの予算の削減に
向けた取組み、目標達
成のための関連事業等)

Ｈ１９年度実績

　事業主都合による離職等に伴い住居を喪失した者が、長期失業に陥ることなく、早期に住居の確保と再就職を実現できるよ
う、６か月以内に再就職した場合の返済免除によるインセンティヴを設けるなど、住居を喪失している求職者の雇用施策として
の意義を有しており、事業の継続が必要である。

5,840 5,542

Ｈ２１年度実績

件

事業/制度の
必要性

他省庁、自治体、民間
等における類似事業

Ｈ２０年度実績

・総合支援資金貸付（市町村社会福祉協議会実施）
失業等により、日常生活全般に困難を抱えている方に対する、住宅入居初期費等の資金の貸付。

【指標】

－ 0 42

貸付件数
※労働金庫での貸付決定件数

件

単位

就職件数
※平成22年３月末現在 件

20 2,213

2,067

返済不能件数
※(社)日本労信協から労働金庫への補填件数

【指標】（達成水準／達成時期） 単位

－ 1,558

－

比較参考値
（諸外国での類似事業

の例など）

　　　　　　　　　　廃止
（見直しの上）　　　増額　　　　現状維持　　　　減額
（見直しをせず）　　現状維持

事業/制度の
自己評価

(アウトカム指標の分
析。適宜アウトプット

指標に言及)

今
後
の
方
向
性

29.9
貸付実行後６か月以上経過している者の貸付
実行後６か月以内の就職率
※平成22年３月末現在

％

平成23年度予算の
方針(担当部局案)

見直しの方向性
（より効率的・効
果的な事業とする

観点から）
（担当部局案）

活動実績

予算執行率

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

達成目標
（指標、達成水準/

達成時期）、
実績

ア
ウ
ト
カ
ム

32.5

件

Ｈ１９年度実績
【達成率】

Ｈ２０年度実績
【達成率】

Ｈ２１年度実績
【達成率】

他省庁、自治体、民間
等との連携・役割分担

雇用施策として位置づけている就職安定資金融資制度を優先的に活用し、これが活用できない場合に
総合支援資金貸付を活用することとしている。

　非正規労働者の解雇や雇止めの減少等に伴い、融資件数が減少していること等を踏まえ、実績に基づく予算額の
見直しを行うとともに、雇用施策として一層機能するよう、就職活動要件の強化など制度の見直しを行う。

貸付から６か月を経過する者のうち就職した者の割合は約３割程度。住居を喪失した離職者の
住居確保と就職の促進に一定の成果を果たしている。
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